
（様式１）

＜建設管理課使用欄＞社会保険等の加入確認

加入有り 又は 適用除外 加入無し　→　無しのものに○　（健康保険、厚生年金、雇用保険）

kochi@kochi-kensetu.co.jp
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平成２９年度高知県建設工事競争入札参加資格審査申請書（県外建設業者）

9 9 9 年

　高知県発注の建設工事の一般競争及び指名競争入札に参加する資格の審査申請をします｡なお､この申請書及び添付書類は､事
実と相違ないことを誓約いたします｡また､申請書記載事項に変更があった場合､申請業種について廃業した場合は､遅滞なく書面によ
り届け出をします｡
　また、「高知県建設工事競争入札（高知県外に主たる営業所を有する建設業者）参加資格審査要綱」第３条第５項各号に該当しない
ことを誓約いたします。

平 成 29 年 1 月 16 日

申請者の主たる営業所 東京都千代田区霞が関９－９－９
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受任者欄 （項番３が「継続」の事業者は、空欄として下さい。受任者に変更がある場合は、変更の都度、変更届出書をご提出下さい。）

somu@kochi-kensetu.co.jp

※項番３が「継続」の事業者は、「登録済」に「１」を記入し、アドレス欄は空欄として下さい。
　変更がある場合は、変更の都度、変更届出書をご提出下さい。

本社Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 新規 1

※本社Ｅメールアドレスについて※ 
・継続新規区分が、「継続（平成26・27年度、平成27年度又は平成28・29年

度入札参加資格に申請をしている事業所）」である場合には、本社Ｅメー

ルアドレスの欄は、「登録済」に「１」を記入し、メールアドレスは記載せず、

空欄として下さい。（変更がある場合は、変更の都度、変更届出書をご提出

下さい。） 

 

・継続新規区分が、「新規（平成26・27年度、平成27年度又は平成28・29

年度入札参加資格に申請をしていない事業所）」である事業所のみ、本

社Ｅメールアドレスの欄は、「新規」に「１」を記入し、メールアドレスをご記載

下さい。 

※受任者欄※ 

 項番３の継続新規区分が、「継続（平成26・27年度、平成27年度又は平成28・29年度入札参加資格に

申請をしている事業所）」である場合には、全て空欄として下さい。 

 （変更がある場合は、変更の都度、変更届出書をご提出下さい。） 

平成28年6月1日以降に経審を受審した事業者 

とび土工 → とび・土工・コンクリート・解体（経過措置）の経審点 

解体    → とび・土工・コンクリート・解体（経過措置）の経審点 
 

平成28年6月1日より前に経審を受審した事業者 

とび土工 → とび・土工・コンクリートの経審点  

解体    → とび・土工・コンクリートの経審点 


